
戸籍証明書などの交付請求書 (郵送請求用)
【請求先】 市・区・町・村 長 様

記入日 令和 年 月 日

誰
の
証
明
が
必
要
で
す
か

①
【本 籍】

【筆 頭 者】※戸籍のはじめに書いてある人の名前です。(亡くなられても変わりません)

【『抄本』･『附票の一部』･『身分(独身)証明書』を請求する場合】

(生年月日： 明・大・昭・平・令 年 月 日)

(生年月日： 明・大・昭・平・令 年 月 日)

誰
が
請
求

し
ま
す
か

【住 所】
④

【氏 名】

【電話番号】※昼間に連絡がとれる番号を記入して下さい。(内容等に不備がある場合、連絡させて頂きます)

【筆頭者または証明する人との続柄】

本人・の配偶者・の親・の子
の孫・その他( ) 

㊞
(本人の署名の場合、押印不要)

そ
の
他
の

注
意
事
項

(1)手数料は、郵便局の定額小為替でお願いします。（切手は不可）

(2)返送先は、申請者の居住地(住民登録地)です。（会社や勤務先などには返送できません）。

(3)死亡者の出生～死亡の戸籍は、複数通にわたる事がありますので、手数料は多めにご用意ください

(4)証明する人との続柄が上島町の戸籍で確認できない場合、続柄が確認できる戸籍のコピーが必要です。

送
付
す
る

も
の

(1) 請求書

(2) 手数料(為替)： 円【附票・身分(独身)証明書は、自治体によって手数料が異なる場合があります】

(3) 返信用の切手： 円

(4) 返信用の封筒【切手を貼り、請求者の住所と氏名を記入したもの】

(5) 本人確認書類【住民登録されている住所が確認できる公的な身分証のコピー】

(6) [必要な場合のみ] 委任状 ，続柄の確認できる戸籍のコピー ，登記簿謄本のコピー など

⑤

何
に
使

い
ま
す

か
③

使用目的

提 出 先

ど
の
証
明
が
必
要
で
す
か

②
戸 籍

謄本

除 籍

(改正原戸籍)

抄本

謄本

抄本

通（450円/通）

通（450円/通）

通（750円/通）

通（750円/通）

(1)『本人・配偶者・直系親族』以外の方が代理で請求する場合
(2) (◆)の証明書を『本人』以外の方が代理で請求する場合

【注意】委任状が必要

附 票

(◆)身分証明書

(◆)独身証明書

全部

一部

通（300円/通）

通（300円/通）

通（300円/通）

通（300円/通）

通
その他

( )

※ 附票を請求される方のみ記入して下さい。

(1) 以下の項目は✓がない場合は、記載が省略されます。

(2) 記載が必要な住所について✓(記入)して下さい。

□ 本籍と筆頭者

□ 在外選挙人名簿登録市区町村名

□ 現住所

□ ( )の住所

□ ( )から

( )まで
の住所

【亡くなった人の戸籍が必要な場合】

（ ）の

□ 死亡の記載がある戸籍が 部必要

□ 出生～死亡までの戸籍が 各 部必要

□ ( )が各 部必要

※誰のものが必要なのか記入して下さい。

筆頭者又は
証明する人



② 定額小為替
(何も記入しないで下さい)

① 請求書 ⑤ 請求者の本人確認書類
のコピー

※現住所[住民登録地]が確認
できる身分証

・運転免許証
・運転経歴証明書
・マイナンバーカード
・住基民基本台帳カード
・介護保険証
・健康保険証
など

⑥ 添付資料など
(必要な場合のみ)

(例1)死亡者の証明書の
請求理由が確認できる
資料のコピー

(例2)委任状

など

① ～ ⑥ を 同 封

〒ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

請
求
者
の
方
の
住
所(

住
民
登
録
地)

請
求
者
の
方
の
お
名
前

切
手

③切手・④返信用封筒

『上島町(旧町村含む)の戸籍』を請求する場合の送付先 問合せ先

〒７９４－２５９２
愛媛県越智郡上島町弓削下弓削２１０番地
弓削総合支所 住民課 戸籍担当 宛

０８９７－７７－２５０３（住民課 直通）

〒７９４－２５５０
愛媛県越智郡上島町生名６２１番地１
生名総合支所 町民生活課 戸籍担当 宛

０８９７－７６－３０００（代表）

〒７９４－２４９２
愛媛県越智郡上島町岩城１４２７番地２
岩城総合支所 町民生活課 戸籍担当 宛

０８９７－７５－２５００（代表）

〒７９４－２５４０
愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１３６２番地１
魚島総合支所 町民生活課 戸籍担当 宛

０８９７－７８－００１１（代表）


